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令和８年８月３１日 令和９年２月１日

令和８年１０月 令和８年１２月 令和９年４月 令和９年６月 令和９年８月令和９年２月

令和８年６月３０日 令和８年１０月３１日

公印お送り先の住所・氏名

郵便用バーコード

課税年度
※過去分の場合は末尾に

「令和〇年度相当」の記載が
あります

課税年度の１月１日時点
の住所・お名前

通知書番号
納税通知書の内容をお問い合わせいただく際は

この番号をお伝えください

見本②をご覧ください

見本③をご覧ください

見本①

給与特別徴収税額 年金特別徴収税額

豊科６０００

豊科６０００
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・年税額（１年間にお支払いいただく税額の合計）
・給与特徴税額（給与天引きでお支払いいただく税額の合計）
・年金特徴税額（公的年金天引きでお支払いいただく税額の合計）
・差引普通徴収税額（納付書または口座振替でお支払いいただく税額の合計）
年税額＝給与特徴税額＋年金特徴税額＋差引普通徴収税額

普通徴収でお支払いいただく方は、基本的に年４回に分けての
お支払いとなります。
いつまでにいくらお支払いいただくかが記載されています。
口座振替の方は記載されている金額が納期限の日に引き落とさ
れます。振替方法が「全期」の方は、第１期の納期限にまとめ
て引き落とされます。

市県民税の口座振替登録がある方は口座情
報が記載されます。
普通徴収分がある方はこの口座から引き落
とされます。

公的年金から天引きされる方は、いつの年金からいくら天引きされるかが記載されて
います。
基本的に①＋②＝③となりますが、③のほうが少ない場合は、③―①が還付になる場
合があります。
なお、④は次年度以降も年金特徴が継続する予定の場合に金額が記載されます。

①

②

給与特別徴収税額 年金特別徴収税額

③

④

見本②
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各種所得額と所得控除額が記載されています。
総合譲渡・一時所得…特別控除前
分離譲渡：特別控除前
総所得金額等：総合譲渡・一時所得は特別控除後・1/2後、分離譲渡所得は特別控除前

扶養親族の人数や、障害者控除等の適用状況が記載されています。

各種税額控除額と、税額が記載されています。
左の列が市民税、右の列が県民税を示しています。
税額控除前所得割額ー税額控除額（黒字部分）＝所得割額
市民税所得割額（※100円未満切り捨て）＋市民税均等割額

＋県民税所得割額（※100円未満切り捨て）＋県民税均等割額
＋森林環境税額―減免額・免除額
＝年税額

見本③


